
危険物施設の遠隔監視に係る関係条文  

消防法（昭和 23 年法律第 186号）（抄）  

（危険物の保安を監督するもの）  

第 13 条 ①及び②（略） 

③ 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者（危険物取扱者免状の交付を
受けている者をいう。以下同じ。）以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取
扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。 

 

（製造所等についての応急措置及びその通報並びに措置命令） 

第 16 条の３ 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、
貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、
引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防
止のための応急の措置を講じなければならない。 

②～⑥（略） 

  



危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306 号）（抄） 

（給油取扱所の基準） 

第 17 条 給油取扱所（次項に定めるものを除く。）の位置、構造及び設備の技術上の基
準は、次のとおりとする。 

 一～二十三（略） 

２～４（略） 

５ 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給
油取扱所として総務省令で定めるもの（第 27 条第６項第一号及び第一号の三におい
て「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。）については、総務省令で、前
各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。 

 

（取扱いの基準） 

第 27 条 法第 10 条第３項の危険物の取扱いの技術上の基準は、第 24 条及び第 25 条
に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 

2～５（略） 

６ 第２項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次の
とおりとする。 

一 給油取扱所（第 17 条第３項第一号から第三号までに掲げるもの及び顧客に自ら
給油等をさせる給油取扱所を除く。）における取扱いの基準 

イ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。 

ロ 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。 

ハ 自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。 

ニ 固定給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタ
ンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が給油空地からはみ出
たままでガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入
しないこと。 

ホ 固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された
タンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ
出たままで灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに
注入しないこと。 

ヘ 移動貯蔵タンクから専用タンク又は廃油タンク等に危険物を注入するときは、
移動タンク貯蔵所を専用タンク又は廃油タンク等の注入口の付近に停車させる
こと。 

ト 給油取扱所に専用タンク又は簡易タンク（以下このト及びチにおいて「専用タ
ンク等」という。）がある場合において、当該専用タンク等に危険物を注入する
ときは、次に掲げる措置を講ずること。 

 

 



⑴ 当該専用タンク等に接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止
すること。ただし、専用タンクに危険物を注入する場合において、総務省令で
定める措置を講じたときは、この限りでない。 

⑵ 自動車等を当該専用タンク等の注入口に近づけないこと。 

チ 固定給油設備又は固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備に接
続する専用タンク等の配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。 

リ 自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、固定給油設備又は
専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、
他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備
又は洗浄を行わないこと。 

ヌ 第 17 条第２項第九号の総務省令で定める空地には、自動車等が駐車又は停車
することを禁止するとともに、避難上支障となる物件を置かないこと。 

ル 第 17 条第２項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所において専用タンク
に危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、総務省令で定
めるところにより行うこと。 

ヲ 自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しないこと。 

ワ 物品の販売その他の総務省令で定める業務は、総務省令で定める場合を除き、
第 17 条第１項第十七号の建築物（屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給
油取扱所の用に供する部分）の一階（総務省令で定める部分を除く。）のみで行
うこと。 

カ 給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な
措置を講ずること。ただし、総務省令で定める措置を講じたときは、この限りで
ない。 

ヨ 顧客に自ら自動車等に給油させ、又はガソリン、灯油若しくは軽油を容器に詰
め替えさせ、若しくは灯油若しくは軽油を車両に固定されたタンクに注入させな
いこと。 

一の二 （略） 

一の三 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、第一号（ヨ
を除く。）の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。 

二～五（略） 

７（略）  



危険物の規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号）（抄） 

（顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所） 

第 28 条の２の４ 令第 17 条第５項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自
動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさ
せることができる給油取扱所とする。 

 

（顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例） 

第 28 条の２の５ 前条の給油取扱所に係る令第 17 条第５項の規定による同条第１項
に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 

一～五（略） 

六 顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業（以下「顧客の給油作業等」と
いう。）を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓
その他の設備を次に定めるところにより設けること。 

イ 制御卓は、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定
注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。ただし、給油
取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における
使用状況を監視設備により視認できる位置に制御卓を設置する場合にあつては、
この限りでない。 

ロ 給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用
状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分につい
ては、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。 

ハ 制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース
機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。 

ニ 制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、全
ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停
止するための制御装置を設けること。 

ホ 制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油
取扱所内の全ての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。 

七 顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器を設ける場合にあっては、
次に定めるところによること。 

イ 可搬式の制御機器には、前号ハに規定する制御装置を設けること。 

ロ 可搬式の制御機器には、前号ニに規定する制御装置を設けること。 

八 条件付自動制御装置（当該装置の使用条件を満たす場合において、給油取扱所の
係員が行う顧客の給油作業等の監視及び第六号ハに規定する制御装置（顧客の給油
作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。）による制御を代
替して自動的に行う装置であつて、告示で定める機能を有するものをいう。以下同
じ。）を設ける場合（次号に規定する場合を除く。）にあつては、次に定めるところ
によること。 

 



イ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の周囲の状況の監視並びに顧客
の給油作業等の監視及び制御（以下「顧客の給油作業等の監視等」という。）を
行うための監視設備その他の条件付自動制御装置の機能を確保するための機器
を、全ての顧客の給油作業等の監視等を自動的に行うことができる位置に設ける
こと。 

ロ 条件付自動制御装置の作動状況等を記録するための装置を設けること。 

ハ 条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行つている旨及
び顧客の給油作業等に係る注意事項を給油取扱所の見やすい箇所に表示するこ
と。 

九 給油取扱所の係員が行う第六号ニに規定する制御装置（顧客の給油作業等を制
御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。）による制御を代替して自動
的に行うことができる条件付自動制御装置であつて、告示で定める機能を有する
ものを設ける場合にあつては、前号イからハまでに定めるところによること。 

 

（顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準） 

第 40 条の３の 10 令第 27 条第６項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせ
る給油取扱所における取扱いの基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。 

一～二（略） 

三 次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に
対し必要な指示を行うこと。 

イ 顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。 

ロ 顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障の
ないことを確認した上で、第 28 条の２の５第六号ハに規定する制御装置（顧客
の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。以下この
号において同じ。）を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油
作業等が行える状態にすること。 

ハ 顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定
注油設備のホース機器が使用されていないときには、第 28 条の２の５第六号ハ
に規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油
作業等が行えない状態にすること。 

ニ 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第 28 条の２の５第六
号ニに規定する制御装置（顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器
に設ける場合を含む。）によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給
油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが
行えない状態にすること。 

ホ 第 28 条の２の５第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について
必要な指示を行うこと。 

２ 条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行う場合において、次
の各号のいずれにも該当するときは、前項第三号イからハまでの規定（当該条件付自
動制御装置が第 28 条の２の５第九号に規定するものである場合には、前項第三号イ
からニまでの規定）は、適用しない。 



一 当該条件付自動制御装置、第 28 条の２の５第八号イの機器及び同号ロの装置が
正常に作動しているとき。 

二 当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしているとき。 

三 火気その他安全上の支障がないとき。 

四 給油取扱所の係員が、次の要件を満たしているとき。 

イ 前三号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知
するとともに、顧客の給油作業等の監視等を引き継ぎ、並びに第 28 条の２の５
第六号ハ及びニに規定する制御装置（顧客の給油作業等を制御するための可搬式
の制御機器に設ける場合を含む。）を確実に操作することができること。 

ロ 危険物の流出その他の事故が発生した場合において、直ちに、引き続く危険物
の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための
応急の措置を講ずることができること。 

 

（予防規程に定めなければならない事項） 

第 60 条の２ 法第 14 条の２第１項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第４
項又は第６項に定める場合を除き、次のとおりとする。 

一～八の五の二（略） 

八の六 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他
保安のための措置に関すること。 

八の七 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（条件付自動制御装置を設けるものに
限る。）にあつては、当該条件付自動制御装置の使用条件その他当該条件付自動制
御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行うときの保安のための措置に関
すること。 

九～十四（略） 

２～７（略） 

  



危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和 49年自治省告示第 99号）（抄） 

（条件付自動制御装置の機能） 

第４条の 53 規則第 28条の２の五第八号の告示で定める機能は、次に掲げるとおりと
する。   

一 次に掲げるところにより、顧客の給油作業等の監視等を代替する機能   

イ 顧客の給油作業等が開始される場合において、火気その他安全上の支障がない
と判断したときは、規則第 28 条の２の五第六号ハに規定する制御装置（顧客の
給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。以下同じ。）
を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が
行える状態にすること。ただし、ハ及び次号ロに規定する機能により顧客の給油
作業等が行えない状態にした場合（ハ⑴に該当する場合を除く。）又は規則第 40
条の３の 10 第１項第三号ニの規定により係員が給油取扱所内の全ての固定給油
設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にした場合には、
同条第２項第一号から第三号までのいずれにも該当することを係員が確認した
後でなければ、顧客の給油作業等が行えない状態又は危険物の取扱いが行えない
状態にした顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険
物の供給を開始してはならない。  

ロ 顧客の給油作業等の状況を監視するとともに、安全上の支障を及ぼすおそれが
あるとき又は火災その他の危険があるときは、音声又は警報音及び制御機器の映
像面への表示により、その旨を係員に報知すること。  

ハ 次のいずれかに該当するときは、規則第 28 条の２の５第六号ハに規定する制
御装置を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作
業等が行えない状態にすること。  

⑴ 顧客の給油作業等が終了したとき。  

⑵ 火災その他の危険があるとき。  

⑶ 安全上の支障を及ぼすおそれがある場合において、ロの報知が行われたにも
かかわらず、顧客の給油作業等の監視等が速やかに係員に引き継がれたことを
確認できないとき。  

二 条件付自動制御装置の正常な機能が確保されない場合において、次に掲げるとこ
ろにより、当該条件付自動制御装置を使用した顧客の給油作業等の監視等を給油取
扱所の係員に引き継ぎ、又は顧客の給油作業等が行えない状態にする機能  

イ 次のいずれかに該当するときは、音声又は警報音及び制御機器の映像面への表
示により、その旨を係員に報知すること。ただし、次のいずれかに該当すること
を係員が覚知するこができる場合は、この限りでない。  

⑴ 当該条件付自動制御装置、規則第 28 条の２の５第八号イの機器又は同号ロ
の装置が正常に作動していないとき。  

⑵ 当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしていないとき。  

ロ イの報知が行われたにもかかわらず、顧客の給油作業等の監視等が速やかに係
員に引き継がれたことを確認できないときは、規則第 28 条の２の５第六号ハに
規定する制御装置を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を停止し、顧
客の給油作業等が行えない状態にすること。 



（危険物の供給を一斉に停止することができる条件付自動制御装置の機能）   

第４条の 54 規則第 28条の２の５第九号の告示で定める機能は、次に掲げるところに
より、顧客の給油作業等の監視等を代替する機能とする。  

一 顧客の給油作業等の状況を監視するとともに、非常時その他安全上支障があると
認められる場合には、音声又は警報音及び制御機器の映像面への表示により、その
旨を係員に報知すること。  

二 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、規則第 28 条の２の５第
六号ニに規定する制御装置（顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器
に設ける場合を含む。）を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を一斉に
停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取
扱いが行えない状態にすること。  

三 前号に規定する機能により給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設
備における危険物の取扱いが行えない状態にした場合には、規則第 40 条の３の 10
第２項第一号から第三号までのいずれにも該当することを係員が確認した後でな
ければ、危険物の取扱いが行えない状態にした顧客用固定給油設備及び顧客用固定
注油設備のホース機器への危険物の供給を開始してはならないこと。 


